
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

当社は取締役・監査役制度を中心にコーポレート・ガバナンスの充実を図り、公正で透明性のある経営機構を構築することを基本的な考えとして 
おります。  

２．資本構成 

【大株主の状況】

 

補足説明 

―――  

３．企業属性 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

―――  

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

―――  

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE PACIFIC METALS CO., LTD

最終更新日：2011年6月29日

大平洋金属株式会社
取締役社長 東 洋幸

問合せ先：03-3201-6681
証券コード：5541

http://www.pacific-metals.co.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）
新日鐵住金ステンレス株式会社 20,493,900 10.47

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 18,066,000 9.23

三菱商事株式会社 15,955,961 8.15

日新製鋼株式会社 14,952,216 7.64

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8,204,000 4.19

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 4,011,000 2.05

JPモルガン証券株式会社 3,762,000 1.92

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 
（常任代理人株式会社みずほコーポレート銀行決済営業部）

2,671,611 1.37

JP MORGAN CHASE BANK 385093 
（常任代理人株式会社みずほコーポレート銀行決済営業部）

2,464,516 1.26

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C AMERICAN CLIENTS 
（常任代理人香港上海銀行東京支店）

2,456,401 1.26

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、大阪 第一部

決算期 3 月

業種 鉄鋼

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満
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Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

会社との関係(2) 

【監査役関係】 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

 

内部監査に関しては、監査室（２名）を設置し、組織・制度監査、業務監査、会計監査等を行い、当グループ全体の「財務報告にかかる内部統制 
の評価」等を実施しております。 
監査役監査は、常勤監査役１名を中心に４名の監査役が年次監査計画を作成し、それに基づき監査を行っております。 
また、監査役、監査室及び会計監査人との相互連携については、監査報告会を年２回実施し、連携を図っております。 
監査役と監査室においても相互連携を図るために随時情報交換の場所を設置し、監査計画の実施状況の確認及び調整が出来るような体制を整 
えております。 
なお、社外取締役には監査状況を監査室から取締役会を通じて報告しております。  

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

氏名 属性
会社との関係(※１)

a b c d e f g h i
小野 直温 弁護士        ○ ○

a 親会社出身である
b 他の関係会社出身である
c 当該会社の大株主である
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である
g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明
当該社外取締役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

小野 直温 ○ ―――

小野取締役は、弁護士としての専門的見地及 
び幅広い見識により、コンプライアンスの強化 
及びコーポレート・ガバナンスの充実を推進す 
るため社外取締役に選任しております。 
また、主要な取引先、主要な株主ないしその出 
身者ではなく、当社から取締役報酬以外の多 
額の金銭その他の財産を得ておりません。同 
氏の本職は弁護士であり経営陣と同じ位置に 
おらず、一般の株主と利益相反を生ずる虞もな 
いことから、当社からの影響は少なく独立性が 
あると判断し、独立役員に選任いたしました。

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名
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会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

会社との関係(2) 

【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

―――  

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

平成18年7月から業績連動型報酬制度を導入いたしました。  

該当項目に関する補足説明 

―――  

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明

 

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

0 名

氏名 属性
会社との関係(1)

a b c d e f g h i
水谷 康志 他の会社の出身者        ○ ○

渡邉 睦身 他の会社の出身者        ○ ○

高橋 良規 他の会社の出身者        ○ ○

a 親会社出身である
b その他の関係会社出身である
c 当該会社の大株主である
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものである
g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明
当該社外監査役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

水谷 康志  当社の取引先銀行の出身である。

金融機関出身で財務及び会計並びに監査役と 
しての知見を有していることから、監査役として 
の職務を適切に遂行することができると判断し 
たためであります。

渡邉 睦身  当社の取引先銀行の出身である。

金融機関出身で財務及び会計並びに監査役と 
しての知見を有していることから、監査役として 
の職務を適切に遂行することができると判断し 
たためであります。

高橋 良規  当社の取引先銀行の出身である。

金融機関出身で財務及び会計並びに監査役と 
しての知見を有していることから、監査役として 
の職務を適切に遂行することができると判断し 
たためであります。

独立役員の人数 1 名

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入

ストックオプションの付与対象者

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない
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取締役の報酬総額は金288百万円であります。 
上記支給人員及び支給額には、平成22年6月29日開催の定時株主総会終結の時をもって退任いたしました取締役3名分及び辞任いたしました監 
査役1名分を含んでおります。 
取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 
平成18年５月22日開催の取締役会で役員退職慰労金制度の廃止の決議を行い、平成18年６月29日開催の第80回定時株主総会において退職慰 
労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議しており、当事業年度末現在における今後の打ち切り支給の予定総額は、次のとおりであります。 
 取締役３名に対し総額 40百万円 
 監査役１名に対し総額 ６百万円 
なお、当該打ち切り支給対象者で、平成22年6月29日開催の第84回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました取締役3名に対し総額86百 
万円を支給しており、上記支給額に含まれております。 

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

・役員の報酬は、定款の定めにより、株主総会において総枠を決議しております。 
・各人の報酬額は役員報酬に関する規定により、固定報酬である役員基本報酬及び役員特別報酬と業績連動報酬である役員加算報酬で構成さ 
れております。 
・取締役分については、役員報酬に関する規定により、その配分方法を取締役会で協議した上で、各人の報酬額を取締役社長が各人と協議して 
決定しております。 
・監査役分については、役員報酬に関する規定により、監査役間の協議で決定しております。 
・社外役員の報酬については、役員基本報酬及び役員加算報酬としております。 
・役員賞与は、業績連動で毎年の業績等に応じて支給され、株主総会において決議された役員報酬総枠に含まれるものとし、取締役分について 
の配分基準を取締役会で協議した上で、取締役社長が各人と協議して各人の賞与額を決定しており、監査役分の配分については、監査役間の 
協議で決めております。 
連結子会社役員への当社派遣役員の報酬等は、無報酬としております。 

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

全ての取締役会開催予定日を知らせ、所定の期間までに議案・報告事項を詳細に記載した取締役会の招集通知を送り、全ての取締役に出席い 
ただき、速やかに取締役会議事録の写しを交付しております。  

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 

（1）提出会社の企業統治の体制の概要及び当該体制を採用した理由 
当社は取締役・監査役制度を中心にコーポレート・ガバナンスの充実を図り、公正で透明性のある経営機構を構築することを基本的な考えとして 
おります。 
 
（2）取締役会 
取締役会は、経営環境の変化に迅速かつ適切に対応するため、取締役10名（うち社外取締役１名）で構成しており、毎月の取締役会開催に加え、 
取締役間で随時打合せを行い、迅速な対応、効率的な業務の執行及び取締役間の業務の執行監視を行っております。 
 
（3）経営計画委員会 
経営計画委員会は、取締役及び所管部長・室長により構成し、会社の業務運営方針及び経営計画(原案)を策定し、社長に答申いたします。社長 
は答申に基づき当該計画を取締役会に提案いたします。 
 
（4）監査役会 
当社は監査役制度を採用しており、監査役会を構成する監査役４名のうち３名が社外監査役であります。取締役の公正な業務執行を期するため 
に非常勤を含めた監査役全員が全ての取締役会に出席できる体制にしております。 
 
（5）内部監査体制及び監査役・監査法人との連携 
内部監査に関しては、監査室（２名）を設置し、組織・制度監査、業務監査、会計監査等を行い、当グループ全体の「財務報告にかかる内部統制 
の評価」等を実施しております。 
監査役監査は、常勤監査役１名を中心に４名の監査役が年次監査計画を作成し、それに基づき監査を行っております。 
また、監査役、監査室及び会計監査人との相互連携については、監査報告会を年２回実施し、連携を図っております。 
監査役と監査室においても相互連携を図るために随時情報交換の場所を設置し、監査計画の実施状況の確認及び調整が出来るような体制を整 
えております。 
なお、社外取締役には監査状況を監査室から取締役会を通じて報告しております。 
 
（6）会計監査等 
会計監査は、有限責任 あずさ監査法人が業務を執行しております。 
また、法令遵守に基づいた経営を行うため、法律上の判断が必要な場合に、随時顧問弁護士に確認が出来る体制になっております。  

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当該ガバナンス体制を採用した理由は、当社の規模から監査役制度を採用しており、意思決定と業務執行機能を分離するため執行役員制度を 
導入し、業務執行監督機能強化のため社外役員を選任することにより、内部統制が機能するように図るためであります。  

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無 あり
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Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

 

２．ＩＲに関する活動状況 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 平成23年6月29日株主総会を開催いたしました。その招集通知は6月3日発送いたしました。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

定期的説明会は、年２回開催予定。工場（八戸製造所）見学会は、年１回開催 
予定。

あり

IR資料のホームページ掲載 決算短信、適時開示資料、アナリスト・機関投資家向け決算説明会資料

IRに関する部署（担当者）の設置 名称：IR委員会

実施していません。
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Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況 
 （イ）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理の体制 
  ・取締役の職務執行に関する報告は、文書及び電子的媒体により行っております。 
  ・職務の執行に係る情報の保存、管理は法令・社内規定により行っております。 
 （ロ）損失の危険の管理に関する規定その他の体制 
  ・大規模な事故、災害、不祥事等に対処するため、平常時の諸対策を講ずる「危機対策会議」、有事の際に設置する「危機対策本部」の 
   位置づけと機能について明確にした「危機管理規定」を制定しております。 
  ・経営管理上のリスクについては取締役会に上程し対応を決定しております。 
  ・日常業務におけるリスクに対しては、管理規定、業務執行におけるマニュアル等を作成し対応しております。 
 （ハ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
  ・執行役員制度の導入で取締役会の役割を会社全体の経営方針の決定と業務執行に関する監督機能を明確にして活性化を図り、 
   業務執行責任者の担当業務責任と役割を明確にすることにより実務レベルでの意思決定の迅速化と業務遂行機能の強化を図って 
   おります。 
  ・業務運営では、取締役及び所管部室長をメンバーとする経営計画委員会が運営方針及び経営計画を策定し、取締役会において 
   同方針、計画を協議、決定、これを組織的、計画的な業務執行を行っております。また、その業務執行状況は担当執行役員が、 
   取締役会へ定期的に報告し、取締役会が確認をしております。 
  ・業務執行の効率性は各種規定の整備により行っております。 
  ・社外取締役は全ての取締役会に出席できる体制にしております。 
 （ニ）取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
  ・「経営方針」、「企業倫理規範」、「企業行動基準」等を取締役会にて制定しております。 
  ・取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制として「内部統制委員会」を設置し、 
   コンプライアンスの強化を図っております。 
  ・社外取締役は全ての取締役会に出席できる体制の下で意思決定を行っております。 
  ・取締役会直属の「監査室」を設置し、当該室が監査役との連携のもと、「組織・制度監査」、「業務監査」、「会計監査」、 
   「日常的モニタリング」を行っております。 
  ・公益通報体制を整えております。 
 （ホ）当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 
  ・当社の指導のもと連結子会社は、内部統制・危機管理担当者を置き、その担当者は、必要に応じて当社の「内部統制委員会」、 
   「危機対策会議」に出席する等、業務の適正を確保する体制を整えております。 
  ・「監査室」は連結子会社における業務の適正を確保するために監査を行っております。 
  ・連結子会社の経営状態を各連結子会社の取締役が定期的に取締役会に報告しております。 
  ・公益通報体制を整えております。 
 （ヘ）監査役の職務を補助すべき使用人の体制 
  ・監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、当面は「監査室」が監査役と連携を保ち、取締役会が必要に応じ 
   監査役会と意見交換を行います。 
 （ト）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制 
  ・取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告することに 
   なっております。 
  ・取締役は、取締役会及び重要な会議開催に係る招集通知を監査役に行っており、また、監査役の重要な書類の閲覧並びに 
   会社の業務及び財産の状況調査については、監査役の指示に従うこととしております。 
  ・取締役の公正な業務執行を期するために非常勤を含めた監査役４名（うち３名は社外監査役）が全ての取締役会に出席できる 
   体制にしております。 
 （チ）財務報告の信頼性を確保するための体制 
  ・当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するために、各種関連規定を整備し、財務報告における不正や誤謬発生のリスクを 
   把握・管理し、予防及び牽制機能を整備・運用・評価し、不備があれば是正していく体制になっております。 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、市民社会の秩序・安全に脅威を与えている反社会的勢力及び団体等とは一切の関係を持たないこと、また反社会的勢力及び団体から 
の要求を断固として拒否します。従来より、担当窓口を設置し、情報を一元管理し、警察及び特殊暴力防止対策連合会などの関連団体との連 
携、また、社内での「不当要求の手口と対応」等のビデオ研修を行い、勢力排除に向けた取り組みを強化しております。 
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Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

平成22年6月29日開催の定時株主総会の承認により、3回目の有効期間3年の事前警告型ライツプランによる企業買収防衛策を導入しました。買 
収防衛策の有効期間は、平成25年6月下旬開催予定の定時株主総会の終結までであります。  

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

 

適時開示体制の概要 
 
（1）決定事実に関する情報(子会社に関する情報を含む)は、社内各部門が資料を作成し、その内容を担当取締役から総務部に伝達される。 
総務部は、経理部及び情報取扱責任者と協議して、開示の要否を判断し、それに基づき取締役会に提出する資料を作成し、開示の要否の意見を 
付して取締役会に提出し、取締役会での開示の要否を含めてその承認を受けた後、開示を必要とする場合は総務部より株式会社東京証券取引 
所に適時開示を行なう。 
 
（2）投資家の投資判断に影響を及ぼすような発生事実に関する情報(子会社に関する情報を含む)は、担当取締役から総務部に伝達される。 
総務部は、経理部及び情報取扱責任者と協議して、開示の要否を判断し、それに基づき取締役会に提出する資料を作成し、開示の要否の意見を 
付して取締役会に提出し、取締役会での開示の要否を含めてその承認を受けた後、開示を必要とする場合は総務部より株式会社東京証券取引 
所に適時開示を行なう。 
 
（3）決算に関する情報は、経理部が資料を作成し総務部・情報取扱責任者等と協議して、開示の要否を判断し、その要否の意見を付して取締役 
会に提出し、取締役会で開示の要否を含めてその承認を受けた後、開示を必要とする場合は、総務部より株式会社東京証券取引所に適時開示 
を行なう。 

買収防衛策の導入の有無 あり
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株 主 総 会

（→ 従来の業務等の流れ）

（－－→内部統制についての報告、指示、監査、選任等の意味）

（会社の機関・内部統制の図表）

別紙

取締役会
（1名の社外取締役）

株 主 総 会

監査役会
（社外監査役）

監査室

内部統制
委員会

会計監査人
（監査法人）

子会社
関連会社

社 長
業務執行役員

部室長
従業員

危機対策
会議

危機対策
本部

関連会社従業員
（連携）

適時開示情報となり

うる会社情報の通知

Ａ

社内各部門

①②

総務部

①②③

経理部

①②③

経理、財務関連の適時開

示情報となりうる会社情

報の通知 Ｂ

適時開示体制 模式図

↓ A ↓ A ↓ B

情報取扱責任者等と協議の上、開示提案判断 ①②③

総 務 部 資 料 作 成 ①②③

取 締 役 会 (開 示 の 判 断)

↓

↓①②③

↓

総 務 部 適時開示資料の作成①②③

株式会社東 京証 券 取 引所

↓

↓
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